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令和４年第６回氷川町議会定例会会議録（第１号） 

 

令和４年１２月８日 

午前１０時００分開会 

於     議 場 

１．議事日程（第１日目） 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 議案第４１号 氷川町職員の定年等に関する条例の一部を改正する

条例について 

日程第 ５ 議案第４２号 氷川町一般職の職員の再任用に関する条例を廃止す

る条例について 

日程第 ６ 議案第４３号 氷川町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例について 

日程第 ７ 議案第４４号 氷川町職員の降給に関する条例の一部を改正する条

例について 

日程第 ８ 議案第４５号 氷川町技能労務職員の給与の種類及び基準を定める

条例の一部を改正する条例について 

日程第 ９ 議案第４６号 氷川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を

改正する条例について 

日程第１０ 議案第４７号 氷川町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正

 する条例について 

日程第１１ 議案第４８号 氷川町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

の一部を改正する条例について 

日程第１２ 議案第４９号 氷川町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の

一部を改正する条例について 

日程第１３ 議案第５０号 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部

を改正する条例について 

日程第１４ 議案第５１号 氷川町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一

部を改正する条例について 

日程第１５ 議案第５２号 氷川町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例について 

日程第１６ 議案第５３号 氷川町報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正

する条例について 

日程第１７ 議案第５４号 氷川町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改

正する条例について 

日程第１８ 議案第５５号 氷川町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の
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一部を改正する条例について 

日程第１９ 議案第５６号 氷川町フルタイム会計年度任用職員の給与等に関す

る条例及び氷川町パートタイム会計年度任用職員の

報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例について 

日程第２０ 議案第５７号 氷川町過疎地域の持続的発展の支援に係る固定資産

税の課税免除に関する条例の制定について 

日程第２１ 議案第５８号 氷川町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正す

る条例について 

日程第２２ 議案第５９号 氷川町下水道事業の設置等に関する条例の制定につ

いて 

日程第２３ 議案第６０号 令和４年度氷川町一般会計補正予算（第９号）につい

て 

日程第２４ 議案第６１号 令和４年度氷川町国民健康保険特別会計補正予算（第

３号）について 

日程第２５ 議案第６２号 令和４年度氷川町介護保険特別会計補正予算（第２号）

について 

日程第２６ 議案第６３号 令和４年度氷川町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）について 

日程第２７ 議案第６４号 令和４年度氷川町下水道事業特別会計補正予算（第２

号）について 

日程第２８ 議案第６５号 熊本県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体

の数の減少及び規約の一部変更について 

 

２．本日の会議に付した事件 

議事日程のとおり 

 

３．出席議員は次のとおりである。（１２名） 

１番 飯 田 健 二        ２番 西 尾 正 剛 

３番 木 下   厚        ４番 清 田 一 敏 

５番 長 尾 憲二郎        ６番 吉 川 義 雄 

７番 上 田 俊 孝        ８番 三 浦 賢 治 

９番 上 田 健 一       １０番 松 田 達 之 

１１番 片 山 裕 治       １２番 米 村   洋 

 

４．欠席議員はなし。 

 

５．職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 
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事 務 局 長  山 本 昭 義   書 記  川 野 瑠 美 

 

６．説明のため出席した者の職氏名 

町    長  藤 本 一 臣   副 町 長  平   逸 郎 

教 育 長  太 田 篤 洋   総 務 課 長  濤 岡 美智代 

企画財政課長  増 永 光 幸   税 務 課 長  平 山 早 苗 

町 民 課 長  尾 村 幸 俊   福 祉 課 長  岩 本 博 美 

農業振興課長  増 住 豪 二   農 地 課 長  前 崎   誠 

建設下水道課長  星 田 達 也   地域振興課長  村 上 孝 治 

会計管理者  橋 本 智 明   学校教育課長  西 田 美 子 

生涯学習課長  荒 平 健 二   代表監査委員  島 田 博 行 
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開会 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（米村 洋君） 皆さんおはようございます。 

 ただいまから令和４年第６回氷川町議会定例会を開会します。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

 －－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

○議長（米村 洋君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１０２条の規定によって、４番、清田一

敏君、５番、長尾憲二郎君を指名します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第 ２ 会期の決定 

○議長（米村 洋君） 日程第２、会期の決定を議題とします。 

 お諮りします。本定例会の会期は、本日から１２月１５日までの８日間としたいと

思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（米村 洋君） 異議なしと認めます。したがって、会期を本日から１２月１

５日までの８日間とすることに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第 ３ 諸般の報告 

○議長（米村 洋君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条第１項の規定に基づき、教育に

関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価等の報告書が提出されていますので

報告します。 

 次に、今回受理した要望書１件は資料をタブレットに格納します。 

 次に、例月現金出納検査及び定期監査が実施され、その報告書が提出されています

ので報告します。 

 次に、令和４年１０月６日に、熊本町村議会議長会理事会がオンラインで開催され、

副議長が出席しましたので報告します。 

 次に、令和４年１１月２４日に熊本県町村議会議長会、議会広報研修会が益城町で

開催され、議会広報調査特別委員会委員４名が出席しましたので報告します。 

 次に、令和４年第１回八代生活環境事務組合、議会定例会が開催され、会議録が提

出されていますので報告します。 

 次に、八代広域行政事務組合議会令和４年１０月定例会が開催され、会議録が提出

されていますので報告します。 

 次に、令和４年第２回氷川町及び八代市中学組合議会の定例会が開催され、会議結

果の報告が提出されていますので報告します。 



5 

 

 なお、これらの報告書及び会議録は議会事務局に保管してありますので、ご自由に

閲覧願います。 

 これで諸般の報告を終わります。 

 －－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第 ４ 議案第４１号 氷川町職員の定年等に関する条例の一部を改正する

条例について 

日程第 ５ 議案第４２号 氷川町一般職の職員の再任用に関する条例を廃止す

る条例について 

日程第 ６ 議案第４３号 氷川町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例について 

日程第 ７ 議案第４４号 氷川町職員の降給に関する条例の一部を改正する条

例について 

日程第 ８ 議案第４５号 氷川町技能労務職員の給与の種類及び基準を定める

条例の一部を改正する条例について 

日程第 ９ 議案第４６号 氷川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を

改正する条例について 

日程第１０ 議案第４７号 氷川町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正

 する条例について 

日程第１１ 議案第４８号 氷川町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

の一部を改正する条例について 

日程第１２ 議案第４９号 氷川町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の

一部を改正する条例について 

日程第１３ 議案第５０号 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部

を改正する条例について 

日程第１４ 議案第５１号 氷川町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一

部を改正する条例について 

日程第１５ 議案第５２号 氷川町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例について 

日程第１６ 議案第５３号 氷川町報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正

する条例について 

日程第１７ 議案第５４号 氷川町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改

正する条例について 

日程第１８ 議案第５５号 氷川町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の

一部を改正する条例について 

日程第１９ 議案第５６号 氷川町フルタイム会計年度任用職員の給与等に関す

る条例及び氷川町パートタイム会計年度任用職員の

報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例について 
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日程第２０ 議案第５７号 氷川町過疎地域の持続的発展の支援に係る固定資産

税の課税免除に関する条例の制定について 

日程第２１ 議案第５８号 氷川町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正す

る条例について 

日程第２２ 議案第５９号 氷川町下水道事業の設置等に関する条例の制定につ

いて 

日程第２３ 議案第６０号 令和４年度氷川町一般会計補正予算（第９号）につい

て 

日程第２４ 議案第６１号 令和４年度氷川町国民健康保険特別会計補正予算（第

３号）について 

日程第２５ 議案第６２号 令和４年度氷川町介護保険特別会計補正予算（第２号）

について 

日程第２６ 議案第６３号 令和４年度氷川町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）について 

日程第２７ 議案第６４号 令和４年度氷川町下水道事業特別会計補正予算（第２

号）について 

日程第２８ 議案第６５号 熊本県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体

の数の減少及び規約の一部変更について 

○議長（米村 洋君） 日程第４、議案第４１号「氷川町職員の定年等に関する条例

の一部を改正する条例について」から日程第２８、議案第６５号「熊本県市町村総合

事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の一部変更について」までを一

括議題とします。 

 町長の挨拶と提案理由の説明を求めます。 

 町長、藤本一臣君。 

○町長（藤本一臣君） 皆さま、おはようございます。二十四節気の一つ、大雪を迎

えまして、日に日に寒さが増しておりますけど、議員各位には、日頃よりご健勝にて

ご活躍のこととお喜びを申し上げます。 

 本日は、令和４年第６回氷川町議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位に

は公私共にお忙しい中、お繰り合わせご出席をいただきまして、誠にありがとうござ

います。 

 また、日頃より町政の推進にあたりまして、格段のご理解とご協力を賜り、おかげ

をもちまして、各種事務事業も概ね順調に進捗をしております。心より感謝とお礼を

申し上げます。 

 新型コロナウイルス感染症につきましては、新規感染者の数がここにきまして、ま

た増加傾向にございます。感染拡大の第８波が懸念をされ、まだまだ予断を許さない

状況が続いているところであります。市町村ごとの新規の感染者数の公表がなされま

せんので、町内の感染状況が判断出来ませんけれども、継続して感染が続いているも

のと思われますので、これまで同様、あるいはこれまで以上の感染予防にご注意をい
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ただきますよう、よろしくお願いをいたします。 

 ちなみに、感染予防の５回目のワクチン接種も今、実施いたしております。接種対

象者に占める１１月末現在の接種率は、１回目接種の接種率が８２.７５パーセント、

２回接種の接種率が８２.３２パーセント、３回目の接種率が７２.５９パーセント、

４回目の接種率が４９.７２パーセント、５回目の接種率が７.３１パーセントの状況

でございます。まだまだ、４回目と５回目の接種が進んでいないということでござい

まして、どうぞ皆さん方からも、それぞれお勧めをいただければと思います。 

 なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止をいたしておりました町内のさ

まざまなイベントにつきましても、感染予防対策を徹底しながら少しずつ再開してい

るところであります。梨マラソン大会、文化祭、町民体育祭、秋季大祭を実施したと

ころであります。また、先月は、商工会青年部の主催によります、ひかわボタニカル

マーケットが開催され、大盛況であったという報告をいただいております。感染予防

に注意をしながらも、それぞれのですね、できることはしっかり進めていければと思

っております。 

 竜北西部学童保育所建設事業につきましては、進捗率が８１.５パーセント。現在、

内装及び外構工事を実施しておりまして、順調に進んでいるところであります。 

 ふるさと納税につきましても、順調に伸びておりまして、１１月末現在で４万９,

６７９件、５億１,５１４万２,５００円の寄附をいただいておりまして、昨年の約２

倍以上の実績が見込まれますので、今回、補正予算を提案いたしております。また、

企業版ふるさと納税も３件、２１０万円をいただいております。 

 令和４年度も残り４カ月を切りました。計画した事務事業の円滑な推進に全力を尽

くしてまいりたいと思っております。 

 さて、本定例会に提案いたしておりますのは、条例の制定及び一部改正、並びにそ

の他２０件、令和４年度一般会計及び特別会計補正予算の５件でございます。 

 議案第４１号から議案第５１号は、国家公務員法及び地方公務員法において定年の

段階的引上げや高齢期職員における多様な勤務制度を内容とする改正がなされたこ

とに伴い、関係する条例の一部改正または廃止を行うものであります。 

 議案第５２号から議案第５６号は、人事院勧告に伴い、一般職の職員、特別職及び

会計年度職員の給与及び報酬等について、関係するそれぞれの条例の一部を改正する

ものであります。 

 議案第５７号は、氷川町の一部過疎地域指定に伴い、氷川町過疎地域の持続的発展

の支援に関わる固定資産税の課税免除に関する条例を制定するものであります。 

 議案第５８号は、熊本県後期高齢者医療広域連合後期高齢者の医療に関する条例の

一部改正に伴い、氷川町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正するものでありま

す。 

 議案第５９号は、下水道事業に地方公営企業法の財務規定等を適用するため、氷川

町下水道事業の設置等に関する条例を制定するものであります。 

 議案第６０号は、令和４年度氷川町一般会計補正予算（第９号）でありまして、歳
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入歳出それぞれ５億３,２８７万円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ８７億５,３

２６万５,０００円とするものでございます。 

 歳入の主な項目は、国庫支出金、寄附金、繰入金及び繰越金で、歳出の主な事業内

容は、ふるさと納税事業支援業務委託料及び基金積立金、障害福祉サービス費及び出

産子育て応援給付金等でございます。 

 議案第６１号は、令和４年度氷川町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）であ

りまして、歳入歳出それぞれ１０万円を追加し、歳入歳出総額をそれぞれ１８億６,

２１９万３,０００円とするものでございます。 

 歳入の主な事項は県支出金で、歳出の主な事業内容は会計年度任用職員の人件費で

あります。 

 議案第６２号は、令和４年度氷川町介護保険特別会計補正予算（第２号）でありま

して、歳入歳出それぞれ６,０００円を追加し、歳入歳出総額それぞれ１７億４,６９

３万８,０００円とするものであります。 

 歳入の主なものは繰入金、歳出の主な内容は会計年度任用職員の人件費であります。 

 議案第６３号は、令和４年度氷川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）で

ありまして、歳入歳出それぞれ８万６,０００円を追加し、歳入歳出総額それぞれ２

億２６２万４,０００円とするものであります。 

 歳入の主なものは繰入金、歳出の主な内容は会計年度任用職員の人件費であります。 

 議案第６４号は、令和４年度氷川町下水道事業特別会計補正予算（第２号）であり

まして、歳入歳出それぞれ２,４３９万６,０００円を追加し、歳入歳出総額それぞれ

５億３,７１４万１,０００円とするものでありまして、歳入の主なものは国庫支出金、

繰入金、町債、歳出の内容は公共下水道維持費及び八代北部流域下水道建設負担金で

ございます。 

 議案第６５号は、熊本県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及

び規約の一部変更について、地方公務員法第２９０条の規定により議会の議決を求め

るものであります。 

 以上、簡単に説明申し上げましたが、具体的な内容につきましては、担当課長に説

明をさせますので、よろしくご審議をいただき、円満なるご決定とご承認をいただき

ますようお願い申し上げまして、招集挨拶並びに提案理由の説明とさせていただきま

す。 

○議長（米村 洋君） これから、議案第４１号から順次、詳細説明を求めます。 

 総務課長、濤岡美智代さん。 

○総務課長（濤岡美智代さん） 議案第４１号、氷川町職員の定年等に関する条例の

一部を改正する条例についてご説明いたします。 

 氷川町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する

ため、地方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

 提案理由は、地方公務員法の一部を改正する法律が令和５年４月１日から施行され、

地方公務員の定年が引上げられること等に伴い、条例の関係規定の整備を行うもので
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ございます。 

 改正内容を新旧対照表でご説明いたします。 

 第３条で、定年の年齢を６５歳に改めます。 

 第３章では、管理監督職勤務上限年齢制について定めています。役職定年制度と言

われるもので、管理監督職とは課長、審議員の職で、その定年を６０歳としておりま

す。６０歳に達した以降の最初の４月１日以降は、管理監督の職には就くことができ

ないとされ、管理監督職以外の職に降任することになります。 

 第４章は、定年前再任用短期間勤務制の導入について定めています。６０歳に達し

た日以降、定年前に退職した職員について、本人の希望により短時間勤務の職に採用

できることを定めるものです。任期はその職員の定年までの期間となります。 

 附則で、定年に関する経過措置といたしまして、令和５年４月１日から令和１３年

３月３１日までの間は、定年年齢を２年に１歳ずつ引上げられます。 

 また、定年の段階的な引上げ期間においても、現行と同様に６５歳まで再任用制度

を暫定的に措置する暫定再任用の規定を設けています。 

 これで、議案第４１号の説明を終わります。 

 続きまして、議案第４２号をお願いいたします。 

 氷川町一般職の職員の再任用に関する条例を廃止する条例についてご説明いたし

ます。 

 氷川町一般職の職員の再任用に関する条例を廃止する条例を別紙のとおり制定す

るため、地方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求めるものでございま

す。 

 提案理由は、地方公務員法の一部を改正する法律が公布され、地方公務員の定年が

引上げられること等に伴い、現行の再任用制度を廃止するものです。 

 令和５年４月１日から施行いたします。 

 これで、議案第４２号の説明を終わります。 

 続きまして、議案第４３号をお願いいたします。 

 氷川町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、ご説明い

たします。 

 氷川町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制

定するため、地方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求めるものでござ

います。 

 提案理由は、地方公務員法の一部を改正する法律が公布され、地方公務員の定年が

引上げられること等に伴い、条例の関係規定の整備を行うものでございます。 

 改正内容は、新旧対照表でご説明いたします。 

 現行の第３条第５項の再任用職員の規定、第３条の２の再任用短時間勤務職員の規

定を削り、第３条第５項に定年前再任用短時間勤務職員の給与について定めています。 

 附則第１１項以降の規定で、当分の間、６０歳から引上げられた定年年齢までの間

における職員の給料月額は、６０歳時の７割水準に制定することと定めています。 
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また、定年前再任用短時間勤務職員の基準給料月額は、現行の再任用職員と同額にな

ります。 

 令和５年４月１日から施行いたします。 

 これで、議案第４３号の説明を終わります。 

 次に、議案第４４号をお願いいたします。 

 氷川町職員の降給に関する条例の一部を改正する条例について、ご説明いたします。 

 氷川町職員の降給に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するた

め、地方自治法第９６条第１項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

 提案理由は、地方公務員法の改正により地方公務員の定年が引上げられること等に

伴うものでございます。 

 新旧対照表をご覧ください。 

 職員が６０歳以降となり、給料月額が７割水準となる場合や役職定年制による降任

の場合における降給に関する事項を、条文と附則において規定しております。 

 令和５年４月１日から施行いたします。 

 これで、議案第４４号の説明を終わります。 

 議案第４５号をお願いいたします。 

 氷川町技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例に

ついてご説明いたします。 

 氷川町技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例を

別紙のとおり制定するため、地方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求

めるものでございます。 

 提案理由は、地方公務員法の改正により地方公務員の定年が引上げられること等に

伴うものでございます。 

 新旧対照表をご覧ください。 

 再任用職員を定年前再任用短時間勤務職員に改めるものです。 

 令和５年４月１日から施行いたします。 

 これで、議案第４５号の説明を終わります。 

 続きまして、議案第４６号をお願いいたします。 

 氷川町職員の勤務時間、休暇に関する条例の一部を改正する条例についてご説明い

たします。 

 氷川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり

制定するため、地方自治法第９６条の第１項の規定により議会の議決を求めるもので

ございます。 

 提案理由は、地方公務員法の改正により地方公務員の定年が引上げられること等に

伴うものでございます。 

 新旧対照表をご覧ください。 

 再任用短時間勤務職員を定年前再任用短時間勤務職員に改めるものです。このほか、

条文の整備を行っております。 
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 令和５年４月１日から施行いたします。 

 これで、議案第４６号の説明を終わります。 

 続きまして、議案第４７号をお願いいたします。 

 氷川町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いた

します。 

 氷川町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定

するため、地方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求めるものでござい

ます。 

 提案理由は、地方公務員法の改正により地方公務員の定年が引上げられること等に

伴うものでございます。 

 新旧対照表をご覧ください。 

 第２条、育児休業をすることが出来ない職員及び、第９条、育児短時間勤務をする

ことができない職員に、異動期間を延長された管理監督職の職員を追加しております。 

 また、再任用短時間勤務職員の規定を定年前再任用短時間勤務職員に改めています。 

 令和５年４月１日から施行いたします。 

 これで、議案第４７号の説明を終わります。 

 議案第４８号をお願いいたします。 

 氷川町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例につい

て、ご説明いたします。 

 氷川町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例を別紙

のとおり制定するため、地方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求める

ものでございます。 

 提案理由は、地方公務員法の改正により地方公務員の定年が引上げられること等に

伴うものでございます。 

 新旧対照表をご覧ください。 

 地方公務員法の改正に伴う条文の整備を行うものです。 

 令和５年４月１日から施行いたします。 

 これで、議案第４８号の説明を終わります。 

 議案第４９号をお願いいたします。 

 氷川町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例について

ご説明いたします。 

 氷川町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例を別紙の

とおり制定するため、地方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求めるも

のでございます。 

 提案理由は、地方公務員法の改正により地方公務員の定年が引上げられること等に

伴うものでございます。 

 新旧対照表をご覧ください。 

 再任用職員及び再任用短時間勤務職員を定年前再任用短時間勤務職員に改めるも
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のです。 

 令和５年４月１日から施行いたします。 

 これで、議案第４９号の説明を終わります。 

 議案第５０号をお願いいたします。 

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例についてご説明

いたします。 

 公益店等法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のと

おり制定するため、地方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求めるもの

でございます。 

 提案理由は、地方公務員法の改正により地方公務員の定年が引上げられること等に

伴うものでございます。 

 新旧対照表をご覧ください。 

 第２条第２項第５号を追加し、派遣ができない職員に異動期間を延長された管理監

督職の職員を定めています。 

 令和５年４月１日から施行いたします。 

 これで、議案第５０号の説明を終わります。 

 続きまして、議案第５１号をお願いいたします。 

 氷川町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例についてご

説明いたします。 

 氷川町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例を別紙のと

おり制定するため、地方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求めるもの

でございます。 

 提案理由は、地方公務員法の改正により地方公務員の定年が引上げられること等に

伴うものでございます。 

 新旧対照表をご覧ください。 

 第３条、減給の効果として、給料の引下げにより減給額が給料等の１０分の１を超

えることとなった場合に、減給額を減ずる規定を追加するものです。 

 令和５年４月１日から施行いたします。 

 これで、議案第５１号の説明を終わります。 

 続きまして、議案第５２号をお願いいたします。 

 氷川町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてご説明い

たします。 

 氷川町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制

定するため、地方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求めるものでござ

います。 

 提案理由は、令和４年人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に伴い、氷川町一

般職の職員について、国家公務員に準拠した取扱いとするため、条例の関係規定を整

備するものです。 
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 令和４年の勧告概要といたしましては、民間給与との格差を埋めるため、初任給及

び若年層の給与月額の引上げ及び、ボーナスの支給月数を０．１月分引き上げるもの

でございます。 

 改正内容を新旧対照表でご説明いたします。 

 まず、第１条関係でございます。 

 第１５条第２項第１号中、勤勉手当の支給率１００分の９５を１００分の１０５に

改め、第２号中、再任用職員の支給率１００分の４５を１００分の５０に改め、令和

４年１２月１日から適用いたします。 

 また、別表第１の行政職給料表を改正し、令和４年４月１日から適用いたします。 

 次に、第２条関係でございます。 

 第２条関係で、第１５条第２項第１号中の勤勉手当の支給率１００分の１０５を１

００分の１００に改め、第２号中、再任用職員の勤勉手当支給率１００分の５０を１

００分の４７.５に改め、令和５年４月１日から施行いたします。 

 これで、議案第５２号の説明を終わります。 

 続きまして、議案第５３号をお願いいたします。 

 氷川町報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いた

します。 

 氷川町報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定

するため、地方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求めるものでござい

ます。 

 提案理由は、令和４年、人事院勧告及び一般職の職員の給与に関する条例の改正に

伴い、議会議員の期末手当の支給率を改正するものでございます。 

 新旧対照表をご覧ください。 

 まず、第１条関係でございます。 

 第６条第２項中、期末手当の支給率１００分の１４７.５を１００分の１５７.５に

改め、令和４年１２月１日から適用いたします。 

 次に、第２条関係でございます。 

同じく、第６条、第２項中、期末手当の支給率１００分の１５７.５を１００分の１５

２.５に改め、令和５年４月１日から施行いたします。 

 これで、議案第５３号の説明を終わります。 

 議案第５４号をお願いいたします。 

 氷川町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例についてご説明い

たします。 

 氷川町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制

定するため、地方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求めるものでござ

います。 

 提案理由は、令和４年、人事院勧告及び一般職の職員の給与に関する条例の改正に

伴い、町長等の期末手当の支給率を改正するものでございます。 
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 新旧対照表をご覧ください。 

 まず、第１条関係でございます。 

 第４条中、期末手当の支給率１００分の１４７.５を１００分の１５７.５に改め、    

令和４年１２月１日から適用いたします。 

 次に、第２条関係でございます。 

 同じく、第４条中、期末手当の支給率１００分の１５７.５を１００分の１５２.５

に改め、令和５年４月１日から施行いたします。 

 これで、議案第５４号の説明を終わります。 

 議案第５５号をお願いいたします。 

 氷川町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例について

ご説明いたします。 

 氷川町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例を別紙の

とおり制定するため、地方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求めるも

のでございます。 

 提案理由は、令和４年、人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に伴い、氷川町

一般職の任期つき職員について、国家公務員に準じた取扱いとするため、条例の関係 

規定を整備するものでございます。 

 新旧対照表をご覧ください。 

 まず、第１条関係でございます。 

 第１０条第２項中、１００分の１６２.５を１００分の１６７.５に改め、令和４年

１２月１日から適用いたします。 

 また、附則第２項で、準用する一般職の行政職給料表が改正される場合、当該改正

に係る条例で定める適用の日から適用することを追加しています。 

 次に、第２条関係でございます。 

 第１０条第２項中、１００分の１６７.５を１００分の１６５に改め、令和５年４

月１日から施行することとしています。 

 これで、議案第５５号の説明を終わります。 

 次に、議案第５６号をお願いいたします。 

 氷川町フルタイム会計年度任用職員の給与等に関する条例及び氷川町パートタイ

ム会計年度任用職員の報酬、期末手当、費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

についてご説明いたします。 

 氷川町フルタイム会計年度任用職員の給与等に関する条例及び氷川町パートタイ

ム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条

例を別紙のとおり制定するため、地方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決

を求めるものでございます。 

 提案理由は、氷川町一般職の給与に関する条例を改正することに伴い、同条例の規

定が準用される会計年度任用職員においても、その適用について関係規定を整備する

ものです。 
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 新旧対照表をご覧ください。 

 第１条関係及び第２条関係ともに附則の第３項を追加し、給与条例第３条に定める

行政職給料表が改正される場合、その適用に当たっては、当該改正に係る条例でさら

なる定める適用の日から適用することと定めています。 

 公布の日から施行することとしております。 

 これで、議案第５６号の説明を終わります。 

○議長（米村 洋君） 税務課長、平山早苗さん。 

○税務課長（平山早苗さん） 議案第５７号、氷川町過疎地域の持続的発展の支援に

係る固定資産税の課税免除に関する条例の制定についてご説明いたします。 

 氷川町過疎地域の持続的発展の支援に係る固定資産税の課税免除に関する条例を

別紙のとおり制定するため、地方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求

めるものでございます。 

 提案理由としまして、氷川町過疎地域持続的発展計画に記載された産業振興促進区

域内において、一定の事業用資産を取得した製造業、情報サービス業等、農林水産物

等販売業または旅館業について、固定資産税の課税免除を行うことに関し、必要な事

項を定めるために条例を制定するものでございます。 

 主な内容につきまして、ご説明いたします。 

 まず、対象地域は竜北地区でございます。 

 対象となる事業種別は、先ほど提案理由で申し上げました製造業、情報サービス業

等、農林水産物と販売業、旅館業になります。 

 課税免除の対象は、令和６年３月３１日までに取得した事業の用に供する家屋、償

却資産、家屋の敷地に対して課する固定資産税でございます。 

 資産の取得価格につきましては、５００万円以上としておりますが、製造業と旅館

業につきましては、事業者の規模に応じ、取得価格が変わってまいります。 

 課税免除の期間は、課税初年度から３年間でございます。 

 この条例は公布の日から施行するものでございます。 

 なお、過疎法に基づく財政支援として、課税免除を行った減収分の７５パーセント

が普通交付税で補填されることになります。 

 これで、議案第５７号の説明を終わります。 

○議長（米村 洋君） 町民課長、尾村幸俊君。 

○町民課長（尾村幸俊君） 議案第５８号、氷川町後期高齢者医療に関する条例の一

部を改正する条例についてご説明いたします。 

 氷川町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定す

るため、地方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求めるものでございま

す。 

 提案理由といたしまして、熊本県後期高齢者医療広域連合後期高齢者の医療に関す

る条例の一部改正に伴うもので、当条例の附則第３条及び第４条が削除され、新型コ

ロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金について規定されてい
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る条項の第５条が第３条に繰り上がったことにより、氷川町で定める条例において、

条ずれを起こしているため、条文整備を行います。 

 ２ページの新旧対照表をご覧願います。 

 第２条第８号中、広域連合条例附則第５条を広域連合附則第３条に改めるものです。 

 この条例は公布の日から施行し、令和４年４月１日から適用することといたします。 

 以上で、議案第５８号の説明を終わります。 

○議長（米村 洋君） 建設下水道課長、星田達也君。 

○建設下水道課長（星田達也君） 議案第５９号、氷川町下水道事業の設置等に関す

る条例についてご説明いたします。 

 氷川町下水道事業の設置等に関する条例を別紙のとおり制定するため、地方自治法

第９６条第１項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

 提案理由は、下水道事業に地方公営企業法第２条第２項の財務規定等を適用するた

めに条例を制定するものでございます。 

 条例制定の主な内容につきましては、令和５年４月より公営企業会計に移行するこ

とに伴う条件を定めたものになり、特定環境保全公共下水道と個別排水処理事業を通

じて、一の特別会計を設けるものとしています。 

 この条例は令和５年４月１日から施行するもので、それに伴い、現在の氷川町下水

道事業特別会計条例を廃止します。 

 さらに、経過措置としまして、改正前の下水道事業特別会計条例の公共下水道事業

特別会計に係る決算上の剰余または不足、債権、債務及び資産については、本条例に

基づく公共下水道事業会計に引き継ぐものとしています。 

 これで、議案第５９号の説明を終わります。 

○議長（米村 洋君） 企画財政課長、増永光幸君。 

○企画財政課長（増永光幸君） 議案第６０号、令和４年度氷川町一般会計補正予算

（第９号）についてご説明いたします。 

 令和４年度氷川町一般会計補正予算（第９号）を別紙のとおり定めるため、地方自

治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求めるものです。 

 １ページをご覧ください。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５億３,２８７万円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８７億５,３２６万５,０００円とするもので

す。 

 ５ページをご覧ください。 

 第２表、債務負担行為補正です。 

 追加で、広報ひかわ印刷製本費、期間を令和５年度まで、限度額を３８８万２,００

０円とするものです。 

 ６ページをご覧ください。 

 第３表、地方債補正です。 

 竜北西部学童保育所建設整備工事において、起債対象であった工事監理業務を職員
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で対応するため、委託料が不要となったことから、民生債の限度額を４,７７０万円

に減額変更するものです。 

 歳出の主なものについてご説明いたします。 

 １４ページをご覧ください。 

 ５款、５項、５目議会費、３節、職員手当等、３３万３,０００円、期末手当は、人

事院勧告等による支給率改定に伴うものです。 

 １０款、総務費、５項、総務管理費、５目、一般管理費、３節、職員手当等、１１

０万円、時間外勤務手当は、台風１４号避難所開設対応などによる不足見込み分の計

上で、１０節、需用費、１６５万、電気料は、エネルギー価格高騰の影響による不足

見込み分の計上です。 

 １０目、財産管理費、１０節、需用費、１００万円、修繕料は、サッシ修繕など高

額修繕が相次いだことによる不足見込み分の計上です。 

 １５ページをご覧ください。 

 １０款、総務費、５項、総務管理費、１５目、企画費、８節、旅費３８０万円、特

別旅費は、竜北西部学童保育所落成式に伴い、ペルー共和国から平岡ルイス夫妻を招

待する費用で、１０節、需用費の食糧費、４５万円は、歓迎レセプションなどに伴う

費用です。 

 １１節、役務費、４５１万６,０００円、郵便料は、ふるさと納税寄附件数増加に伴

い、郵送料に不足が見込まれるため増額するものです。 

 １２節、委託料、１億７,４００万円、ふるさと納税事業支援業務委託料は、今年度

のふるさと納税目標額を９月定例議会で増額補正し、５億５,０００万円としたとこ

ろですが、現在、寄附額は既に５億円を超えており、寄附額の今後の見込み等から、

寄附目標額を２億９,０００万円増額し、８億４,０００万円といたしました。これに

伴い、返礼品代等を含む業務委託料に不足が見込まれるため、増額するものです。 

 １６ページをご覧ください。 

 １０款、総務費、５項、総務管理費、８５目、ふるさと氷川応援基金、２４節、積

立金、２億９,０００万円、ふるさと氷川応援基金積立金は、寄附額増額分を基金に積

み立て、事業の財源とするものです。 

 １０款、総務費、１５項、５目、戸籍住民基本台帳費、１節、報酬、１０万７,００

０円から４節、共済費、５,０００円までの計上につきましては、給与改定に伴うもの

です。 

 １７ページをご覧ください。 

 １７節、備品購入費、３万１,０００円、一般備品は、パスポート電子申請に必要な

バーコードスキャナ１台を購入するものです。 

 １５款、民生費、５項、社会福祉費、１５目、障害者福祉費、次のページ、１８ペ

ージの１９節、扶助費の障害福祉サービス費等、２,２００万円は、利用者の増により

予算の不足が見込まれるため増額するもので、国２分の１、県４分の１の補助を財源

とするものです。 
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 ２２節、償還金利子及び割引料、３２０万２,０００円は、説明、各給付事業の前年

度実績による国、県への負担金返還金です。 

 １９ページをご覧ください。 

 １５款、民生費、１０項、児童福祉費、５目、児童福祉総務費、１０節、需用費、

１３８万６,０００円、消耗品費は、竜北西部学童保育所内の平岡千代照氏関連展示

スペースと落成式にかかる費用です。 

 １２節、委託料、竜北西部学童保育所建設整備工事監理業務委託料、２５２万６,０

００円の減額は、監理業務を職員で対応するため、不要となったことによる減額で、

放課後児童クラブ健全育成事業新型コロナウイルス感染症対策、１３２万円は、支援

員の処遇改善をするもので、３事業所に委託料として支出し、国、県それぞれ３分の

１の補助を財源とするものです。 

 １７節、備品購入費、１２１万７,０００円は、展示用テレビ１台の購入と、展示用

ケース、建物表札看板等の規格仕様の変更による増額計上です。 

 １９節、扶助費、５００万円、出産子育て応援給付金は、出産、育児等の見通しを

立てるための面談や継続的な情報発信等を行い、支援につなげる伴走型相談支援と、

妊娠届や出生届を行った妊婦等に対し、妊娠届時に５万円、出生届時に５万円を給付

する経済的支援を、一体的に実施する事業で、令和４年４月に遡って適用し、対象を

５０人と見込み、国３分の２、県、町それぞれ６分の１の補助を財源とするものです。 

 ２２節、償還金利子及び割引料、７４９万３,０００円の主なものは、２０ページを

ご覧ください。 

 令和３年度子育て世帯等臨時特例支援事業補助金返還金、７１４万３,０００円で、

事業実績に伴う国への返還金です。 

 １５目、保育所費、１８節、負担金補助及び交付金の物価高騰対策事業、保育所等

分、１７８万円は、物価高騰の影響を受けている保育所等に対して、光熱水費、燃料

費等の一部を支援するもので、町内８つの事業者を対象に、県２分の１、町２分の１

の補助を財源とするもので、保育環境改善事業、安全対策事業補助金、１０８万円は、

園児の安全対策として、送迎バスへの置き去り防止のためのブザー設置等に必要な経

費を補助するもので、送迎バスを有する町内５つの事業者を対象に、国１０分の９の

補助を財源にするものです。 

 ２１ページをご覧ください。 

 １５款、民生費、１５項、福祉センター費、１０目、竜北福祉センター費、１０節、

需用費、１８６万４,０００円、電気料は、エネルギー価格高騰による電気料の不足見

込み分の計上です。 

 ２２ページをご覧ください。 

 ２５款、農林水産業費、５項農業費、１０目、農業振興費、１８節、負担金補助及

び交付金の次世代型果樹園モデル実証事業補助金、５０１万９,０００円は、梨農家

２戸を対象とし、省力樹形自走コンポスター、乗用リフト等の導入により、労働生産

性の向上を実証する事業で、県補助金を財源とするものです。 
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 ２３ページをご覧ください。 

 ３０款、５項、商工費、１０目、商工業振興費、１８節、負担金補助及び交付金、

営業時間短縮要請協力金事業負担金、１１４万１,０００円の減額は、熊本県が実施

した同名事業の事業実績により、負担金が確定したことによる減額です。 

 ２４ページをご覧ください。 

 ３５款、土木費、２０項下水道費、５目、公共下水道費、２７節、繰出金、下水道

事業特別会計繰出金、９７９万６,０００円は、八代北部流域下水道建設負担金等の

事業費増加に伴う繰出金の増額です。 

 ４０款、５項、消防費、２５目、災害対策費、１０節、需用費、消耗品費、新型コ

ロナウイルス感染症対策は、４４万９,０００円を減額し、次の２５ページ、１７節、

備品購入費、一般備品、新型コロナウイルス感染症対策で、４４万９,０００円を計上

し、避難所用折り畳みベッド２４台を新たに購入するものです。 

 ２６ページをご覧ください。 

 ４５款、教育費、２０項、社会教育、社会教育費、１０目、公民館費、１２節、委

託料、宿泊通学体験事業委託料、１３６万円の減額、１８節、負担金補助及び交付金

の人材育成交流事業助成金、２９０万円の減額は、いずれも新型コロナウイルス感染

症の影響で事業を中止したことによるものです。 

 ２７ページをご覧ください。 

 ５５款、５項、公債費、５目、元金、２２節、償還金利子及び割引料、町債元金、

６１２万円の減額は、令和３年度分借入額の確定に伴う減額で、災害援護資金貸付金

元金、７６万９,０００円は、繰上げての償還があったため、増額し、県へ償還するも

のです。 

 １０目、利子、２２節、償還金利子及び割引料、町債利子、２４７万３,０００円の

減額は、町債元金同様に、令和３年度分借入額の確定に伴う減額です。 

 続きまして、歳入の主なものを説明いたします。 

 ９ページをご覧ください。 

 ６５款、国庫支出金、５項、国庫負担金、５目、民生費国庫負担金、１０節、障害

者支援給付費負担金、１,１００万円は、障害福祉サービス等費用に係る２分の１の

国負担分です。 

 ６５款、国庫支出金、１０項、国庫補助金、１０目、民生費国庫補助金、１０節、

児童福祉費補助金の子ども子育て支援整備交付金、９６８万７,０００円は、竜北西

部学童保育所建設事業の財源で、補助率が３分の１から３分の２にかさ上げされたこ

とにより増額するものです。 

 また、保育対策総合支援事業補助金、１０８万円は、保育園のブザー設置費用等の

財源です。 

 出産子育て支援交付金、３３３万３,０００円は、妊娠届、出生届に支給する出産子

育て応援給付金の財源で、３分の２の国の負担分です。 

 １０ページをご覧ください。 
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 ７０款、県支出金、５項、県負担金、５目、民生費県負担金、５０節、災害救助費

負担金、９０万５,０００円は、台風１４号に伴う避難所運営に従事した職員の時間

外勤務手当が災害救助法の恐れ段階、いわゆる事前適用の対象となったため、計上す

るものです。 

 ７０款、県支出金、１０項県補助金、１０目、民生費補助金、１０節、児童福祉費

補助金、物価高騰対策事業保育所等補助金、８９万円は、歳出で説明いたしました同

名称事業の財源で、２分の１の県負担分です。 

 ２０目、農林水産業費県補助金、５節、農業費補助金の次世代型果樹モデル実証事

業補助金、５０１万８,０００円も歳出で説明いたしました同名称事業の財源です。 

 １１ページをご覧ください。 

 ７５款、財産収入、１０項、財産収入、財産売払い収入、１０目、５節物品売払い

収入、３９万９,０００円は、総務課所有の１トントラック１台の公売による収入で

す。 

 １２ページをご覧ください。 

 ８０款、５項、寄附金、５目、５節、一般寄附金の２億９,０００万円は、ふるさと

納税額の１１月までの実績から、今年度の見込み額を８億４,０００万に増額するも

のです。 

 ８５款、繰入金、１０項、基金繰入金、５目、５節、財政調整基金繰入金、１億７,

４００万円は、ふるさと納税事業支援業務の財源とするものです。 

 ２０目、５節、合併振興基金繰入金、４４６万４,０００円の減額は、財源としてい

ました人材育成交流事業などが、新型コロナウイルス感染症の影響で中止になったこ

とによるもので、６０目、５節、竜北西部学童保育所整備基金繰入金、２０５万７,０

００円の減額は、国補助金の増額などにより繰入金を減額するものです。 

 １３ページをご覧ください。 

 ９９款、５項町債、７目、民生費、民生債、５節、合併特例債、２１０万円の減額

は、竜北西部学童保育所整備事業において、起債対象であった建設監理業務を職員で

対応することになり、委託料が不要となったことから減額するものです。 

 以上で、歳入の説明を終わります。 

 ２８ページ、給与費明細書以降につきましては、説明を省略させていただきます。 

 これで、議案第６０号について説明を終わります。 

○議長（米村 洋君） 町民課長、尾村幸俊君。 

○町民課長（尾村幸俊君） 議案第６１号、令和４年度氷川町国民健康保険特別会計

補正予算（第３号）についてご説明いたします。 

 令和４年度氷川町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）を別紙のとおり定める

ため、地方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

 １ページをお願いいたします。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１０万円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ１８億６,２１９万３,０００円とするものです。 
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 歳出をご説明いたします。 

 ７ページをお願いいたします。 

 ３０款、３項、保健事業費、１０目、保健衛生普及費、１節、報酬から４節、共済

費までの補正は、会計年度任用職員２名分の今年４月に遡る給与改定に伴う総額１０

万円の補正でございます。 

 次に、歳入のご説明をいたします。 

 ６ページをお願いいたします。 

 ２５款、県支出金、１０項、県補助金、１５目、保険給付費等交付金、１０節、特

別交付金、９万８,０００円は、歳出分に関しての交付金によるものです。 

 不足分の２,０００円は、４５款、５項、１０目、繰越金、５節、その他繰越金から

の対応で計上いたしました。 

 以上で、議案第６１号の説明を終わります。 

○議長（米村 洋君） 福祉課長、岩本博美さん。 

○福祉課長（岩本博美さん） 議案第６２号、令和４年度氷川町介護保険特別会計補

正予算（第２号）についてご説明いたします。 

 令和４年度氷川町介護保険特別会計補正予算（第２号）を別紙のとおり定めるため、

地方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

 １ページをお願いいたします。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６,０００

円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１７億４,６９３万８,０００円

とするものです。 

 歳出をご説明いたします。 

 ７ページをお願いいたします。 

 ５款、総務費、１５項、介護認定調査会費、５目、認定調査費、１節、報酬、７万

８,０００円及び、４節、共済費、１万６,０００円の補正は、会計年度任用職員３名

分の今年４月に遡る給与改定に伴う補正でございます。 

 ３節、職員手当等につきましては、４月新規採用の会計年度職員１名についての６

月期末分が減額となり、今回の給与改定に伴う６月、１２月分の増額分７,７５５円

を差引きまして、８万８,０００円の減額計上となっております。 

 歳出総額、６,０００円の補正でございます。 

 ６ページへお戻りいただき、歳入は４０款、繰入金、５項、一般会計繰入金、１０

目、その他一般会計繰入金、５節、事務費繰入金、６,０００円は、歳出分に関しての

計上でございます。 

 以上で、議案第６２号についての説明を終わります。 

○議長（米村 洋君） 町民課長、尾村幸俊君。 

○町民課長（尾村幸俊君） 議案第６３号、令和４年度氷川町後期高齢者医療特別会

計補正予算（第１号）についてご説明いたします。 

 令和４年度氷川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）を別紙のとおり定め
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るため、地方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求めるものでございま

す。 

 １ページをお願いいたします。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８万６,０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億２６２万４,０００円とするものです。 

 歳出をご説明いたします。 

 ７ページをお願いいたします。 

 １５款、保健事業費、５項、保健保持増進事業費、１０目、健康増進事業費、１節、

報酬から４節、共済費までの補正は、会計年度任用職員２名分の今年４月に遡る給与

改定に伴う総額８万６,０００円の補正でございます。 

 次に、歳入をご説明いたします。 

 ６ページをお願いいたします。 

 ２０款、繰入金、５項、一般会計繰入金、５目、５節、事務費繰入金、８万６,００

０円は、歳出分に関しての計上でございます。 

 以上で、議案第６３号の説明を終わります。 

○議長（米村 洋君） 建設下水道課長、星田達也君。 

○建設下水道課長（星田達也君） 議案第６４号、令和４年度氷川町下水道事業特別

会計補正予算（第２号）についてご説明いたします。 

 令和４年度氷川町下水道事業特別会計補正予算（第２号）を別紙のとおり定めるた

め、地方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

 １ページをご覧ください。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２,４３９万６,０００円を追加し、

歳入歳出総額を５億３,７１４万１,０００円とするものです。 

 ４ページをご覧ください。 

 地方債補正としまして、借入限度額を５,５２０万円から６,２８０万円に増額する

ものです。 

 次に、歳出について説明します。 

 ８ページをご覧ください。 

 ５款、５項、公共下水道費、１０目、公共下水道維持費、１０節、需用費にマンホ

ールポンプ場電気料として、エネルギー価格高騰分の影響としての不足見込額４０万

９,０００円を計上しています。 

 建築物修繕料につきましては、先の管破損に伴う修繕料として、最終的に不足した

９６万５,０００円を同項目より流用して対応しましたので、その分を補填した分に

なります。 

 次の修繕料の７５万円につきましては、国道４４３号及び県道１４号鏡宇土線の舗

装工事に伴うマンホールの高さ調整分を計上しています。 

 １２節、委託料のストックマネジメント計画策定業務委託料、１,５００万円は、現

在、宮原処理区の八代北部流域下水道への接続を進めていますが、雨天時侵入水によ
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る汚水処理量の増加により、豪雨時に、八代北部浄化センターに全量送水が可能なの

かを過去のデータをもとに１０分単位でシミュレーション等を行います。これにより、

全量送水が可能か、一時的な処理施設を設置する必要があるのかどうかを判断するた

めの委託業務になります。 

 なお、この業務につきましては、社会資本整備総合交付金として２分の１補助を予

定しています。 

 １５目、公共下水道建設費、１８節、負担金補助及び交付金に、八代北部流域下水

道事業建設負担金として、令和４年度負担金決定に伴い、７６１万２,０００円を計

上しています。 

 この負担金につきましては、全額、下水道事業債を充てます。 

 １５款、５項、公債費には、令和３年度借入れに伴う地方債の元利償還金について、

実績に伴い、元金と利子の過不足分を補正計上しています。 

 次に、歳入の説明を行います。 

 ７ページをご覧ください。 

 １５款、国庫支出金、５項、国庫補助金、５目、５節、下水道補助金には、歳入で

説明しましたストックマネジメント計画策定業務委託に伴う分として、７００万円を

計上しています。 

 ２０款、繰入金、５項、５目、５節、一般会計繰入金には、歳出に伴う歳入不足額

として、９７９万６,０００円を計上しています。 

 ３５款、５項、町債、５目、５節、下水道債につきましても、歳出で説明しました

八代北部流域下水道事業建設負担金に係る分として、７６０万円を計上しています。 

 １０ページの地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末

における現在高の見込みに関する調書につきましては、内容をご確認ください。 

 これで、議案第６４号の説明を終わります。 

○議長（米村 洋君） 総務課長、濤岡美智代さん。 

○総務課長（濤岡美智代さん） 議案第６５号、熊本県市町村総合事務組合を組織す

る地方公共団体の数の減少及び規約の一部変更についてご説明いたします。 

 地方自治法第２８６条第１項の規定により、令和５年３月３１日限りで、熊本県市

町村総合事務組合から菊池環境保全組合を脱退させ、熊本県市町村総合事務組合規約

の一部を変更するため、地方自治法第２９０条の規定により関係市町村議会の議決を

求めるものでございます。 

 変更の内容は、別表第１及び別表第２中の、菊池環境保全組合を削るものでござい

ます。 

 令和５年４月１日から施行することとしております。 

 これで、議案第６５号の説明を終わります。 

○議長（米村 洋君） 説明が終わりました。 

 ここで１１時２５分まで暫時休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
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休憩 午前１１時１５分 

再開 午前１１時２５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（米村 洋君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 これから質疑を行います。 

 議案第４１号について質疑ありませんか。 

 ［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（米村 洋君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、議案第４２号については質疑ありませんか。 

 ［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（米村 洋君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、議案第４３号について質疑ありませんか。 

 ［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（米村 洋君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、議案第４４号について質疑ありませんか。 

 ［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（米村 洋君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、議案第４５号について、質疑ありませんか。 

 ［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（米村 洋君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、議案第４６号について質疑ありませんか。 

 ［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（米村 洋君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、議案第４７号については質疑ありませんか。 

 ［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（米村 洋君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、議案第４８号について質疑ありませんか。 

 ［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（米村 洋君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、議案第４９号について質疑ありませんか。 

 ［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（米村 洋君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、議案第５０号について質疑ありませんか。 

 ［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（米村 洋君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、議案第５１号について質疑ありませんか。 

 ［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（米村 洋君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
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 次に、議案第５２号について質疑ありませんか。 

 ［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（米村 洋君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、議案第５３号について質疑ありませんか。 

 ［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（米村 洋君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、議案第５４号について質疑ありませんか。 

 ［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（米村 洋君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、議案第５５号について質疑ありませんか。 

 ［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（米村 洋君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、議案第５６号について質疑ありませんか。 

 ［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（米村 洋君） 質疑なしと認めなしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、議案第５７号について質疑ありませんか。 

 吉川義雄君。 

○６番（吉川義雄君） 新たに条例ができるわけですので、ここで言われている製造

業等、対象となる企業が、現在もあるものなのか、これから入ってくるものなのか。

その点が一つと、財源のうち７５パーセントは交付税で措置されるということですが、

残りの分、２５パーセントを町が出すということになるんでしょうか。もう少し詳し

く説明をお願いいたします。 

○議長（米村 洋君） 税務課長、平山早苗さん。 

○税務課長（平山早苗さん） 財源の７５パーセントは交付税措置で、２５パーセン

トは、町の負担と言うより、町の減収ということになるかと思いますけれども、それ

だけ設備投資をしていただいてすることですので、減収と言いますか、何もしなけれ

ば、固定資産税はかからないんですが、それだけ設備投資していただくということで、

固定資産税が増えるということにはつながるのかなとは思っております。以上です。 

○議長（米村 洋君） 吉川義雄君。 

○６番（吉川義雄君） この対象についてどうでしょうか。今から来る分なのか、今

もある分だろうかもあわせて、過去３年間ということだと思うので、それはどうなり

ますか。新しく来た業者なのか。新しく始める業者、今ある業者。 

○議長（米村 洋君） 税務課長、平山早苗さん。 

○税務課長（平山早苗さん） もちろん、新しく始める方も対象にはなりますけれど

も、現在、事業をされている方であっても、ここに該当すれば、固定資産税の免除の

対象になります。以上でございます。 

○議長（米村 洋君） 吉川義雄君。 

○６番（吉川義雄君） 対象地域が、過疎指定されている竜北地区ということになり
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ますが、よくある本社とか支社とかという関係がありますが、現物が竜北地区にあっ

て、本社は宮原ということもあるかと思うんですが、そういうものも対象になるんで

すかね。 

○議長（米村 洋君） 税務課長、平山早苗さん。 

○税務課長（平山早苗さん） 対象地区内でということで規定してございますので、

対象になると考えております。以上です。 

○議長（米村 洋君） 吉川君いいですか。 

○６番（吉川義雄君） いいです。 

○議長（米村 洋君） ほかに質疑ありませんか。 

 ［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（米村 洋君） これで質疑を終わります。 

 次に、議案第５８号について質疑ありませんか。 

 ［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（米村 洋君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、第５９号について質疑ありませんか。 

 ［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（米村 洋君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、第６０号について質疑ありませんか。 

 ［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（米村 洋君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、議案第６１号について質疑ありませんか。 

 ［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（米村 洋君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、議案第６２号について質疑ありませんか。 

 ［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（米村 洋君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、議案第６３号について質疑ありませんか。 

 ［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（米村 洋君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、議案第６４号について質疑ありませんか。 

 ［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（米村 洋君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、議案第６５号について質疑ありませんか。 

 ［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（米村 洋君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっております議案第４１号から議案第６５号まで

は、お手元に配りました議案付託表のとおり、それぞれの常任委員会に付託したいと

思いますが、ご異議ありませんか。 
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 ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（米村 洋君） 異議なしと認めます。したがって、議案第４１号から議案第

６５号までは議案付託表のとおりそれぞれ常任会に付託することに決定しました。 

 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 本日はこれで散会します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

散会 午後１１時３３分 


